
就業規則 (変更)届

(コ ピーをして使 って下 さい。)

労働保険番号

38  1  06  000951--000

整理番号 ※

事業の種類 事業の名称 事業の所在地

サービス業

介護保険事業
ヒカジメディカルサービス株式会社 四国中央市中之庄町 398番 地 1

就業規則又はその変更事項 別紙のとお り

意見の聴取年月日 令和 5年 3月 16日

意見書 下記のとお り 労働者数 25人

令和 5年 3月 23日

新居浜労働基準監督署長 殿

使用者 ヒカジメディカルサービス株

代表取締役 武内 由紀子

工思 見 圭
日

別紙の職員就業規則変更に関する意見は下記のとお りである。

記

丁袴″「♭すうたとり ……与18:pP

令和 5年 3月 16日

労働者代表

職名矛解析貌
I

氏名FI上 たた
ヒカジメディカルサービス株式会社

代表取締役 武内 由紀子 殿

※は記入不要



職員就業規則 新旧対照表

変更前規則 変更後規貝J

第 3章 就業時間 休憩 休日 及び体暇

第 29条 (年次有給体暇)

(1)従 業員は勤続年数に応し、 1年間の出勤日の

8割以上勤務したものに対し、次の通り年次有給休暇

を与える。なお、算定期間の出勤率が 8割に満たない

者には付与しない。

勤 続 年 数 0.5 1.5

有 給 休 暇 10 11

第 3章 就業時間 休憩 休日 及び休暇

第 29条 (年次有給体暇 )

(1)従 業員は勤続年数に応し、 1年間の出勤日の

8割以上勤務 したものに対し、次の通り年次有給休暇

を与える。なお、算定期間の出勤率が 8害」に満たない

者には付与しない。

勤 続 年 数 0 O.5 1.5

有 給 休 暇 5 5 11
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